
１．基本情報

① ② ③ ④

※　特定高圧ガスとは、特に保安の確保を要するものとして政令で定められたガスであって、定められた数量以上のものをいう。

圧縮水素→300㎥ 圧縮天然ガス→300㎥ 液化酸素→3,000Kg 液化アンモニア→3,000Kg 液化石油ガス→3,000Kg
液化塩素→1,000Kg
特殊高圧ガス（モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン）→数量にかかわらず

第一種

第二種

該当する貯蔵方法に○

貯蔵するガスが液化ガス
の場合はKg、気化ガスの
場合は㎥

(8) 付随する許
可・届出

貯槽　・　容器

製造　・　貯蔵

当該ガスの消費について
届け出た年月日

当該ガスの消費に伴う許
可申請又は届け出た事業
の種類

第一種

第二種

自主点検　兼　立入検査チェックリスト　（特定高圧ガス消費者）

Ｔｅｌ

(氏名)
自主点検
結 果

製造　・　貯蔵

第一種

第二種

第一種

第二種

製造　・　貯蔵

貯槽　・　容器

(4) 消費する特
定高圧ガスの名
称

貯槽　・　容器 貯槽　・　容器

製造　・　貯蔵

(職)

(1) 特定高圧ガス消費者の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 代表者(法人に限る)

(7) 届出年月日

(4)～(8)は、ガス種毎に記
入する

※　このチェックリストの太線内を自主点検結果として記入し、各地方振興局に提出してください。

(5) 貯蔵方法

(6) 貯蔵能力

記 入 年 月 日
所属課
職・氏名

立 入
検 査

検 査 年 月 日
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